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第１章 川崎市街路樹管理計画について 

１ 川崎市街路樹管理計画の概要 

（１）計画策定の目的 
川崎市では、高度成長期に大気汚染等による環境の悪化が課題となり、環境対策として昭和 47 年
に緑化大作戦をスタートさせるなど、緑の「量の拡大」に取り組んできました。 
街路樹は、四季のうつろいや緑陰の提供など、さまざまな機能が期待される重要なグリーンインフラとな
っている一方で、一部の街路樹においては樹勢が悪化して倒木の危険性が生じるなどの弊害が発生して
います。 
このことから、「街路樹がもつ多様な機能を総合的に発揮させるため、地域特性に即した効果的な維
持管理を推進すること」を目的に「川崎市街路樹管理計画」を策定しました。 
今後は、川崎市街路樹管理計画に基づき、計画的な維持管理の実施や都市魅力の向上に向けた
取組などにより、緑の質の向上を図ります。 

（２）計画の構成 
川崎市街路樹管理計画は、計画策定の目的に基づき、「基本方針」、「取組の方向性」、「取組を支
える手法」の３層構造としており、川崎市総合計画の実施計画に即し、かつ社会経済状況の変化等に
柔軟に対応していきます。 
基本方針は、街路樹の安全性を優先とした魅力ある街路樹を創出するため、「市民にやさしい歩行空
間の確保」、「都市魅力の向上」、「適正な維持管理の実施」を柱とした方針により緑の「質の向上」を図
るとして、下記の３つの「取組の方向性」をもって事業を進めていきます。 
また、「取組の方向性」の一つ、「取組 1 計画的な街路樹再生による安全な歩行空間の確保」に基
づく取組について、「川崎市街路樹管理計画に基づく実施プログラム」を定めました。「取組 1」については、
この実施プログラムに基づき対応を進めていくものとします。 

■「川崎市街路樹管理計画」の概念図 

※「川崎市街路樹管理計画」より  
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（３）計画のスケジュール 
川崎市街路樹管理計画は、平成 30(2018)年度から平成 39(令和９、2027)年度までの、概ね
10 年間をスケジュールの対象としています。また、平成 33(令和３、2021)年度を目途に検証し柔軟に
対応するものとしています。（※この取組実施状況検証結果はこれに該当するものです。） 

■「川崎市街路樹管理計画」のスケジュール 

※「川崎市街路樹管理計画」より  

（４）川崎市街路樹管理計画の３つの取組と取組を支える手法について 
①「取組 1 計画的な街路樹再生による安全な歩行空間の確保」 
◆各区における歩道幅員が十分に確保されていない路線や根上がりが連続している路線を中心に
対応策を講じ、道路利用者の安全性や良好な歩行空間を確保します。 
歩道の幅員が狭いなど歩行者等の通行に支障となっている下表に示す路線については、地域住
民との合意形成を図りながら、植栽基盤の改善や街並みと調和する樹種に更新することなどの対応
策を講じることにより、道路利用者の安全性や良好な歩行空間を確保していきます。 

■更新・撤去候補路線一覧表                           ■対応策のフロー 

※「川崎市街路樹管理計画」より  

区 路線名 樹種 
川崎区 塩浜 17 号線、塩浜 4号線、日ノ出 8 号線 クロガネモチ 
幸 区 南加瀬 23 号線 ソメイヨシノ、トチノキ、クスノキ 
中原区 上小田中 207 号線、北見方 207 号線 ユリノキ 
高津区 宮内新横浜線 トウカエデ 
宮前区 鷺沼線ほか ソメイヨシノ 
多摩区 寺尾台 22 号線 ユリノキ 

麻生区 
細山線（Ⅰ） ユリノキ 
県道稲城読売ランド前停車場線 ユリノキ 

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｈ３１
（２０１９）

Ｈ３２
（２０２０）

Ｈ３３
（２０２１）

Ｈ３４
（２０２２）

Ｈ３５
（２０２３）

Ｈ３６
（２０２４）

Ｈ３７
（２０２５）

Ｈ３８
（２０２６）

Ｈ３９
（２０２７）

総合計画

緑の基本計画

街路樹管理計画

取組１　計画的な街路樹再生による安全な歩行空間の確保

取組２　川崎をブランディングする街路樹による「まちづくり」

取組３　街路樹管理情報の活用による適正な維持管理の実施

第１期 第２期 第３期

改定 取組実施

取組実施策定 取組実施検証・見直し

候補路

線選定
地元調整・改善、更新、撤去の実施

樹形管理の実施

適正な維持管理（日常管理、点検、診断、対応、対応記録の記録）の実施

路線選

定
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②「取組 2 川崎をブランディングする街路樹による「まちづくり」」 
◆シンボルとなる並木の設定により都市の魅力向上を図ります。 
・ シンボルとなる並木の設定 
各区において緑化推進重点地区などの景観的に特に重要な街路樹と認められる下表に示す区
間については、シンボルとなる並木として設定し、定期的な剪定等による樹形管理の実施などにより
統一美を発揮できる街路樹として管理します。 
・ 街路樹の統一美 
街路樹の連続性と統一性を図るため、個々の樹木の美しさとともに、統一美を効果的に発揮させ
る維持管理に努めます。 

・樹種、樹形、大きさが同様の樹形であること。 
・枝葉の密度が均一であること。 
・樹木が傾いていないこと。 
・植栽の間隔が同一間隔であること。 

■シンボル並木路線一覧表 
区 路線名 樹種 

川崎区 県道主要地方道川崎府中線 イチョウ、ケヤキ 
幸 区 鹿島田 32 号線、古市場矢上線の一部 ホルトノキ、ドイツトウヒ 
中原区 新丸子東 45 号線、川崎駅丸子線 ケヤキ 
高津区 小杉菅線 ケヤキ 
宮前区 宮崎 25号線、鷺沼線ほか ソメイヨシノ 
多摩区 菅北浦 86 号線、菅北浦 87号線 ケヤキ 
麻生区 麻生 2号線 モミジバフウ 

③「取組 3 街路樹管理情報の活用による適正な維持管理の実施」 
◆生育環境を踏まえた適切な頻度による剪定や刈込等を実施します。 
◆街路樹の生育状況を把握し不健全と判断された樹木については速やかに撤去し、必要に応じて
再植栽を行います。 
◆街路樹台帳を整理し、適宜、更新し、街路樹の状況を把握します。 
・ 街路樹を健全に保ち、かつ街並みの景観向上など街路樹の機能を効果的に発揮させるために、
定期的な剪定や刈込、除草等を行います。剪定にあたっては、樹種毎の特性や生育環境を踏ま
え、概ね１年から３年に１回の頻度を目標に実施し、街並みと調和の取れた樹形を維持します。
また、刈込や除草については、交差点周辺における見通しや歩行者等の通行障害とならにように
配慮します。 
・ 巡回点検等により、街路樹の生育状況を把握し、必要に応じて専門家による診断等を行うこと
で健全性を確認し、不健全な樹木については、速やかに撤去を行うとともに、適宜、再植栽を実
施します。 
・ 日常管理、点検、診断、対応のサイクルにより、管理情報を街路樹台帳に蓄積し、それを活用し
ながら適正な維持管理を実施します。シンボルとなる並木の設定により都市の魅力向上を図りま
す。 

■適正な維持管理の実施サイクル（概念図） 

※「川崎市街路樹管理計画」より

※「川崎市街路樹管理計画」より
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④「取組を支える手法」 
◆財源の確保に向けた仕組みづくり 
・ 街と調和した管理しやすい樹種等へ更新又は撤去を実施し、維持管理コストの縮減を図ります。 
・ 現行の寄附金制度を活用するとともに、街路樹パートナー制度などの新たな財源確保に向けた
仕組みづくりを進めます。 
例）川崎市ふるさと応援寄附金、街路樹保全事業寄附金（名古屋市）など取組 3 街路樹管理情報の活用による適

正な維持管理の実施」 
◆多様な主体との連携 
・ 街路樹等愛護会などの市民ボランティアと協働するとともに企業やＮＰＯなどの多様な参画を図
り、街路樹等の保護、育成、除草、清掃等を実施します。 
・ 維持管理等においては、地域の景観に及ぼす影響を踏まえて、地域全体の価値向上に繋がるよ
う、沿道の民間開発や隣接公園、河川沿いの桜など、街並みと調和を図ります。 
◆市民等との合意形成 
・ 街路樹再生の実施にあたっては、現状の課題を踏まえて、地域にふさわしい樹種の選定や生育
環境の確保策など、地域の方々と協議、連携をしながら進めます。 
例）アンケート等の実施による意見収集、住民説明会等 

・ 樹木の撤去にあたっては、必要に応じて健全度診断も活用し市民の理解を得ます。 

（５）「川崎市街路樹管理計画」に基づく実施プログラム 
「取組１」の街路樹更新事業について、「川崎市街路樹管理計画」では、実施プログラムを策定して
取り組むこととされており、これに基づき「川崎市街路樹管理計画に基づく実施プログラム」（実施プログラ
ム）を令和２年３月に定めました。 
この実施プログラムでは、「更新・撤去候補路線」（対象路線）として位置づけた８路線について、安
全な歩行空間の確保を目的として対策を行うこととし、計画期間を平成 30 年度から令和９年度までの
10 年間として、この計画期間における各路線における対応策及び実施スケジュール（事業年度）を定
めており、今後、川崎市街路樹管理計画の「取組１」に基づく、更新・撤去候補路線については、この実
施プログラムに基づき対応を進めていくものとしています。 

■基本方針 
【基本的な考え方】 
街路樹は、都市空間に潤いをもたらし、良好な景観を創出するなど、多様な役割をはたしているため、
地域の方々との合意形成を図りながら、次の基本方針に基づき対応策を講じることとします。 
■基本方針１  歩道の有効幅員が２メートルを確保できない場合は、「撤去」を基本とします。 
■基本方針２  更新にあたっては、街路樹に求められる機能を考慮し、樹種を選定します。 

■対象路線の実施プログラム 

※「「川崎市街路樹管理計画」に基づく 実施プログラム」より



- 5 - 

２ 川崎市街路樹管理計画における進行管理・評価 

（１）計画における進行管理・評価 
植栽後相当年数が経つ街路樹については、大径木化や老木化が進んできており、様々な弊害を引き
起こしており、街路樹管理における取組の再構築が必要となっています。 
「川崎市街路樹管理計画」では、このような状況を踏まえ、街路樹がもつ多様な機能を総合的に発揮
させるため、地域特性に即した効果的な維持管理を推進することを目的としてします。これは、「取組３」
において、日常管理、点検、診断、対応の、適正な維持管理の実施サイクルにより、目標とその成果をし
っかりと可視化することで、課題や改善点を明確化し、適正な維持管理の実施サイクルが一層効果的に
機能する進行管理のしくみを構築しています。 
一方、「川崎市街路樹管理計画」及び「実施プログラム」の進行管理と評価については、「川崎市街
路樹管理計画」において平成33(令和３、2021)年度を目途に検証し柔軟に対応するものとしているこ
とから、計画の柱である３つの取組と、具体的な対象路線と事業年度が示されている実施プログラムに対
して、現時点における取組実施状況の検証を、３つの取組を中心に行うこととします。 

（２）進行管理と評価のポイント 
進行管理と評価にあたって、どのように各取組を推進すれば、よりよい成果が得られるかなどについて、
多様な視点により検証しながら、進行管理を実施することが望ましいと考えられます。本来であれば、市
民に身近な街路樹であるべきことから、取組の効果として市民の実感も踏まえて、内部や外部の多様な
視点による検証も今後、検討していくべきと考えられます。 

■進行管理と評価のポイント（案） 
・市民の実感に基づく指標や市の取組の効果を表す指標（成果指標）を設定し、「川崎市街路樹管
理計画」の達成状況等を、市民目線で分かりやすく示すこと。 
・指標を活用した評価を実施し、「川崎市街路樹管理計画」における効率的・効果的な施策の推進につ
なげること。 

将来的には、これらのポイントを踏まえて、進行管理と評価を充実させていくことが大切だと思われます。
内部評価としては、本計画の主体となる街路樹の維持管理について、川崎市総合計画における「事務
事業」として、「街路樹適正管理事業」として位置づけられていることから、本計画の取組状況のほか、事
業の必要性や効率性などを客観的に評価することで、着実な進行管理を行うことが可能です。この事務
事業に関する評価についても、巻末に参考資料として掲載することにします。 
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第２章 計画の進捗状況 

１ 「取組１」の実施状況 

（１）実施状況の概要 
「取組１」は、街路樹更新事業で、「川崎市街路樹管理計画」では、実施プログラムを策定して取り
組むこととされており、これに基づき「川崎市街路樹管理計画に基づく実施プログラム」を平成２年３月に
定めました。「取組 1」については、この実施プログラムに基づき対応を進めていくものとしており、実施プログ
ラムには対象路線と事業年度が計画されています。 
平成 30(2018)年度から令和２(2020)年度までの３年間では、対象路線として、№②南加瀬 23
号線（幸区）、№⑤鷺沼線ほか（宮前区）、№⑥寺尾台 22 号線（多摩区）の３路線に取り組む
ことされており、実際も計画通りに取り組みました。 

■「取組１」の取組状況（平成30 年度 令和２年度） 

（２）実施状況（詳細） 
・ №②南加瀬 23 号線（幸区）は、夢見ヶ崎動物公園へのアプローチ道路で、ソメイヨシノを中心とし
た街路樹となっており、動物公園と一体となって、幸区のサクラの名所と親しまれています。街路樹更新
にあたって地域の皆様と協議した結果、健全なサクラを伐採し、更新を進めるのではなく、樹木が不健
全な状態になったものから更新を行うという合意形成に基づき、取組を進めています。なお、新たに植栽
するサクラは、歩行者や車両の通行への影響が少ない小型の「コヒガン（小彼岸）」としています。 
・№⑤鷺沼線ほか（宮前区）は、東急鷺沼駅を中心としたソメイヨシノの街路樹の路線で、地域の商店
会の要望に基づき、これまでと同じソメイヨシノで更新を進めいています。この路線は、全体での数が多
いことから、不健全な樹木を中心に、継続的に更新作業を進めています。 
・№⑥寺尾台 22 号線（多摩区）は、住宅地内に位置しており、ユリノキをハナミズキに更新している路
線で、計画的に進めています。スケジュールでは令和５年まで実施することとしており、順調に完了する
予定です。なお、地域からは街路樹の更新を歓迎する声が寄せられています。 

本数 既 対策 進捗 予定

(本) 済 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 済 率％ 本数

① 川崎区 塩浜17号線ほか クロガネモチ 138 撤去 0 0

② 幸　区 南加瀬23号線
ソメイヨシノ
トチノキ
クスノキ

32 更新 0 2 2 4 12.5%
B3
対象

③ 中原区 上小田中207号線ほか ユリノキ 76 撤去 0 0

④ 高津区 宮内新横浜線 トウカエデ 74 改善 0 0

⑤ 宮前区 鷺沼線ほか
ソメイヨシノ
ケヤキ

152 更新 36 12 10 2 60 39.5% 92
B3
対象

⑥ 多摩区 寺尾台22号線 ユリノキ 136 更新 23 20 23 32 98 72.1% 36
２本
撤去済

⑦ 麻生区 細山線（Ⅰ） ユリノキ 69 撤去 0 0

⑧ 麻生区
県道稲城読売ランド前
停車場線

ユリノキ 57 撤去 0 0

合計 734 59 32 35 36 0 0 0 0 0 0 0 162 22.1%

№ 区 路線名 樹種 対応策

実施スケジュール（事業年度）

備考
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２ 「取組２」の実施状況 

（１）実施状況の概要 
「取組２」は、各区においてシンボルとなる路線「シンボル並木路線」の管理についてです。計画では各
対象路線における具体的な取組内容や事業年度は定めておりませんが、個々の樹木の美しさとともに、
統一美を効果的に発揮させる維持管理に努めるものとしています。平成 30(2018)年度から令和２
(2020)年度までの３年間における、対象路線の取組状況は下表のとおりで、各路線の特徴や各樹種
による適切な維持管理を実施しました。 

■「取組２」の取組状況（平成30 年度 令和２年度） 

【補足】 
・表中の「〇」は実施を表す。路線の一部分で実施した場合も含む。 
・№①県道主要地方道川崎府中（川崎区）の本数はイチョウ 226 本、中央分離帯のケヤキ 81 本の合計。 
・№①県道主要地方道川崎府中（川崎区）のイチョウは区間を３分割して毎年１区間を樹形管理剪定実施。中央分離帯のケヤキは R2 に実施。 
・№①県道主要地方道川崎府中（川崎区）の低木刈込（R2）と除草清掃（H30・R2）は中央分離帯。この他に毎年モール清掃を実施。 
・№③新丸子東 45 号線（中原区）の低木刈込と除草清掃は直営で実施。補植は自費工事の移植先として実施。 
・№⑦鷺沼線ほか（宮前区）の補植は街路樹更新工事として実施。 
・№⑨麻生２号線の補植は低木（オタフクナンテン）。 

（２）実施状況（詳細） 
・№①県道主要地方道川崎府中（川崎区）のイチョウは、川崎市の玄関口にふさわしい都市景観を形
成し、魅力向上につながるよう、シンボル並木としての統一美を発揮できる樹形管理に取り組んでおり、
平成 24年度以降、３年に一度の剪定を行っています。 
・№②鹿島田 32 号線等（幸区）のホルトノキは、植栽後あまり年数が経っておらず、比較的樹高が低
いため、歩行者や車両の通行に影響を及ぼさないように剪定を行っています。 
・№③新丸子東 45 号線（中原区）のケヤキは、植栽後あまり年数が経っておらず、比較的樹高が低
く、現在剪定を行う時期ではないため、低木刈込や除草清掃を主に行い、路線の美化に努めています。 
・№④川崎駅丸子線（中原区）のケヤキは、植栽桝が狭小であるうえ、樹高が高いことから、樹高を抑
える剪定に取り組んでおり、シンボル並木路線としての統一美を発揮できるよう努めています。 
・№⑤小杉菅線（高津区）は、武蔵溝ノ口駅前に位置しており、高木のケヤキを現状維持の樹高に管
理し、快適な歩行者空間の創出に取り組んでいます。 
・№⑥宮崎 25 号線（宮前区）のソメイヨシノは、宮崎台駅前の特徴的な街路樹であり、植栽されてか
らかなりの年数が経過しているため、枯れ枝や折れ枝に注意し、維持管理を行っています。 
・№⑦鷺沼線ほか（宮前区）のソメイヨシノは、「取組１」の街路樹更新事業の対象路線でもあり、「取
組１」と連動して、鷺沼駅周辺の魅力向上を図っています。 

高木
剪定

低木
刈込

除草
清掃

補植
高木
剪定

低木
刈込

除草
清掃

補植
高木
剪定

低木
刈込

除草
清掃

補植

① 川崎区 県道主要地方道川崎府中
イチョウ
ケヤキ

307 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

② 幸　区
鹿島田32号線
古市場矢上線の一部

ホルトノキ
ドイツトウヒ

23 〇 〇 〇 〇 〇

③ 新丸子東45号線 ケヤキ 21 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

④ 川崎駅丸子線 ケヤキ 70 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑤ 高津区 小杉菅線 ケヤキ 29 〇 〇 〇

⑥ 宮崎25号線 ソメイヨシノ 53 〇 〇 〇

⑦ 鷺沼線ほか
ソメイヨシノ
ケヤキ

152 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑧ 多摩区
菅馬場86号線
菅北浦87号線

ケヤキ 198 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑨ 麻生区 麻生２号線 モミジバフウ 48 〇 〇

中原区

宮前区

№ 区 路線名 樹種
本数
(本)

H30 R1 R2
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・№⑧菅馬場 86 号線等（多摩区）ケヤキは、樹形を整え、交通の支障となる枝の除去を目的に、剪
定サイクルを短くし、統一美を発揮させるよう、２年から３年に１度の頻度で定期的に実施しています。
また令和２年度より高さを抑制し、よりコンパクトに樹形を整えること目的とした剪定を入れています。 
・№⑨麻生２号線（麻生区）のモミジバフウは、歩道空間が広く生育空間も十分とれているため、基本
的に自然樹形としており、低木のツツジをオタフクナンテンに転向するなど、地域のシンボル並木路線とし
てふさわしいよう新たな道路景観の創出に取り組んでいます。 

３ 「取組３」の実施状況 

（１）実施状況の概要 
「取組３」は、街路樹管理情報の活用による適正な維持管理の実施です。 
街路樹管理情報につきましては、庁内の地図情報システム（GIS）に「街路樹維持管理システム」を
整備して活用を図るとともに、各区において各区の街路樹特性に即した維持管理に適したオリジナルの工
夫をこらした街路樹管理情報を整理しており、通常の維持管理業務に生かしています。 
また、適正な維持管理の実施につきましては、「取組１」の街路樹更新・撤去路線や、「取組２」のシ
ンボル並木路線以外の、そのほか多くの全ての路線の街路樹も含めて、剪定や刈込、除草などの作業を
行っています。これらは各区において年間の維持管理業務として、委託と直営にて継続して取り組んでい
ます。 
これら街路樹の維持管理のベースとなる巡回点検等の実施につきましては、日常の道路パトロールを
中心に、課題のある街路樹の路線のパトロールや、専門家（樹木医）によるサクラの樹木点検を適正な
サイクルにより実施し、樹木の健全性の確認に努め、不健全な樹木が発見された場合には速やかに撤去
を行うなど、安全な道路環境を保持に取り組みました。 
また、幹線道路や駅周辺の路線など、緑化や美化が特に求められる路線につきましては、地域の要望
を踏まえて、再植樹を実施するなど、街路樹による良好な都市空間の創出に努めました。 

（２）実施状況（詳細） 
・街路樹管理情報のメインシステムである「街路樹維持管理システム」の保守のため、庁内の関係各課で
構成する「川崎市統合型地図情報システム保守定例会」（総務企画局情報管理部システム管理
課所管・月１回開催）に出席し、システムの保守に努めました。また、「街路樹維持管理システム」の
利用推進等を図るため、令和２年度には地図情報システム操作研修を開催しました（次年度以降
も継続）。 
・専門家（樹木医）による街路樹診断は、令和元年度よりサクラを対象に計画的に実施することにしま
した。基本的にサクラは６年に１回診断を実施することにし、診断結果が C 判定（不健全）樹木は
伐採、B2 判定樹木は３年に１度、B3 判定樹木は毎年診断を実施することとして、令和２年度以
降も実施に努めています。 

■専門家（樹木医）によるサクラの街路樹診断実施状況（令和元年度 令和２年度） 

項目 ＼ 年度 令和元年度 令和２年度 

診断本数 ４８２本 ４８３本 

診断対象樹木 

・川崎区 

・幸 区 

・中原区 

・高津区、他 

・宮前区 

・多摩区 

・前年度 B3判定樹木 
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第３章 検証結果 

● 「川崎市街路樹管理計画」における３つの取組について、計画策定後の３ヶ年度にあたる平成 30
年度から令和２年度までの取組状況の検証を行った結果、全ての取組で計画通りの進捗が確認され、
進捗が大幅に遅れている取組がないことから、「順調に進捗している」と評価できます。 

●特に、「川崎市街路樹管理計画」の最も重要な取組である「取組１」については、「川崎市街路樹管
理計画に基づく実施プログラム」を定め、公表することで、取組の重要性を示すとともに、実施プログラム
に基づき、計画通りの３路線について実施したことから、「順調に進捗している」と判断できます。 

●また、「取組２」の「シンボル並木路線」の取組や、「取組３」の適正な維持管理の実施についても、平
成 30 年度から令和２年度まで継続的して適切に取り組んでおり、「川崎市総合計画」第 2 期実施
計画の各年度の事務事業評価シートにおいても、「ほぼ目標どおり」の達成度となっており、順調に進
捗しているものと考えられます。 

●以上のことから、「川崎市街路樹管理計画」は、計画通り、順調に進捗しているといえ、令和３年度
以降につきましても、計画の目的に掲げる「街路樹がもつ多様な機能を総合的に発揮させるため、地
域特性に即した効果的な維持管理を推進すること」を実現するために、３ヶ年度の取組状況の実績を
踏まえ、引き続き、適切に、かつ効果的に取り組み、計画を推進していくことが重要といえます。 

●さらに、街路樹の維持管理に関して、①複数の区を貫く主要幹線道路の街路樹の維持管理方針に
ついて、②街路樹の台風被害検証及び今後の方針について、検証を行いました。「①複数の区を貫く
主要幹線道路の街路樹の維持管理方針について」は、同一樹種の場合、区が変わっても同様の道
路景観が保持されるのが望ましいことですが、検証の結果、実際は既に各路線・各区間において、各
管轄区の業務実施の経緯や背景に基づく発注手法により、複雑に実施されており、早急な剪定年度
の統一は現実的ではなく、当面はこれまでの各区の方針に基づき取り組んでいかざるを得ない状況が
明らかになりました。しかしながら、長期的には統一的な手法によることが望ましいことから、管轄区内に
おける同一路線の単年度実施に向けた検討や、隣接区と連携した同一年度化（同期化）を検討
することが重要であるといえます。 

●次に、「②街路樹の台風被害検証及び今後の方針について」、検証を行いました。これは、近年、大
型台風による街路樹の倒木などの被害が注目されており、台風の大型化が当たり前になっている現在、
台風による被害軽減を目的に、過去の被害状況を調査し、どのような対策が可能か検討を目的とした
もので、平成30年10月の台風第24号、令和元年９月の台風第15号、10月の台風第19号
の３個の台風の被害状況を基に、街路樹の倒木傾向などを樹種別に検証しました。その結果、倒木
被害が多い樹種としてユリノキやハナミズキ、倒木被害が少ない樹種としてトウカエデやイチョウなどという
結果になりました。しかしながら、街路樹の樹種については、多様性や植栽環境等、台風被害だけでは
なく多面的な条件を考慮しなければならないことから、今後も引き続き、台風後の被害検証を継続し、
より樹種や路線の精査を行っていくとともに、各区において要注意の路線や樹種についてはパトロールを
実施することが重要であるということを再確認しました。 



資料編 

＜ 事務事業の達成状況（事務事業評価シート）＞ 

（平成 30年度~令和２年度） 














